
現
況
届

【
支
給
対
象
児
童
に
つ
い
て
】

　

中
学
校
修
了
前
（
満
15

歳
の
最

初
の
3
月
31

日
）
の
、
国
内
に
居

住
す
る
児
童

【
受
給
者
に
つ
い
て
】

　

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

・
児
童
を
監
護
し
生
計
が
同
一
で

　

あ
る
父
ま
た
は
母
の
う
ち
、
所

　

得
の
多
い
方

・
父
母
以
外
で
児
童
を
養
育
し
て

　

い
る
方

・
離
婚
協
議
中
の
場
合
や
Ｄ
Ｖ
被

　

害
者
の
場
合
は
、
児
童
と
同
居

　

し
て
い
る
方

※
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
支
給
者

　

が
変
わ
り
ま
す
。

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

　

所
し
て
い
る
場
合
は
、
保
護
者

　

で
は
な
く
施
設
長
に
支
給

・
公
務
員
は
、
所
属
庁
よ
り
支
給

【
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て
】

　

お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
り
、
他

の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
時
は
、

「
認
定
請
求
書
」
の
提
出
が
必
要
と

な
り
、
原
則
と
し
て
申
請
月
の
翌

月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。　
　

　

出
生
日
、
転
入
し
た
日
の
翌
日

か
ら
15

日
以
内
に
手
続
き
が
必
要

で
す
（
公
務
員
に
な
っ
た
場
合
、

公
務
員
で
な
く
な
っ
た
場
合
は
そ

の
翌
日
か
ら
15

日
以
内
に
手
続
き

が
必
要
で
す
）
。

　

ま
た
、
毎
年
6
月
に
所
得
状
況

等
を
確
認
す
る
た
め
に
、
全
受
給

者
は
「
現
況
届
」
の
提
出
が
必
要

で
す
。

※
第
1
子
等
の
数
え
方
は
、
18

歳

の
3
月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る

児
童
の
数
で
数
え
ま
す
。

※
扶
養
親
族
数
に
応
じ
て
設
け
ら

れ
た
所
得
制
限
限
度
額
に
つ
い

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
支
給
時
期
に
つ
い
て
】

　

原
則
と
し
て
、
6
月
、
10

月
、

2
月
に
前
月
分
ま
で
の
手
当
を
支

給
し
ま
す
。

【
保
育
料
の
徴
収
に
つ
い
て
】

　

保
育
料
の
滞
納
者
に
対
し
、
児

童
手
当
か
ら
直
接
保
育
料
を
徴
収

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
該
当
者

に
つ
い
て
は
、
支
払
月
が
近
く
な

り
ま
し
た
ら
ご
連
絡
い
た
し
ま

す
。

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方

は
、
役
場
か
ら
送
付
さ
れ
た
現
況

届
に
6
月
1
日
現
在
の
状
況
を
記

入
し
、
6
月
30

日
（
火
）
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
が
な
い
場
合
は
、
6
月
分

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
提
出
が
遅
れ
る
と
10

月

の
支
給
日
に
支
給
で
き
な
く
な
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

【
提
出
書
類
】

①
現
況
届
（
町
よ
り
送
付
）

②
受
給
者
（
保
護
者
）
の
健
康
保

険
被
保
険
者
証
（
健
康
保
険
証
）

の
写
し

※
事
業
所
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
場
合
は
、
写
し
の
余
白
に

事
業
所
名
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

③
別
居
監
護
申
立
書

　

養
育
し
て
い
る
児
童
と
別
居
し

て
い
る
場
合
は
、
別
居
監
護
申

立
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

支
給
対
象
で
な
い
中
学
校
修
了

後
の
児
童
に
つ
い
て
も
提
出
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
提
出
先
】

・
住
民
生
活
課
児
童
係

・
熊
石
総
合
支
所住

民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

※
郵
送
さ
れ
る
場
合
は
、
左
記
へ

　

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
児
童
係

　

☎
0
1
3
7
│
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│
2
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1
2

児
童
手
当

「
現
況
届
」
の

提
出
に
つ
い
て

児
童
手
当
制
度
の

ご
案
内

0歳～3歳未満

3歳以上小学校修了前

中学生

所得制限限度額以上の場合

第1・2子

第3子以降

15,000円

10,000円

15,000円

10,000円

5,000円

対　　　象 手当額

手当月額について

子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給

付
金
の
申
請
に
つ
い
て

　
　
　 

（
公
務
員
の
方
）

　

国
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
緊
急
経
済
対
策
に
お
い
て
、

児
童
手
当
を
受
給
す
る
世
帯
に
対

し
、
そ
の
対
象
児
童
一
人
あ
た
り

1
万
円
を
上
乗
せ
す
る
臨
時
特
別

給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

公
務
員
の
方
が
受
給
す
る
た
め

に
は
町
へ
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
申
請
方
法
の
説
明
や
申
請
書

等
の
配
付
は
各
所
管
庁
が
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
確
認

後
、
次
の
申
請
期
限
ま
で
に
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
限
】

　

9
月
30

日
（
水
）
ま
で

【
支
給
日
】

　

申
請
月
の
翌
月
20

日
頃

【
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
児
童
係

　

〒
0
4
9
│
3
1
9
2　

　

八
雲
町
住
初
町
1
3
8
番
地

　

☎
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1
3
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│
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│
2
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1
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